
意見書第９号 
ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書 

 
 国鉄が分割・民営化されて、２２年目になるが、いまだにＪＲ不採用問題が

解決されずに長期化していることは憂慮すべきことである。 
この事件に関して、最高裁判所は２００３年１２月に「ＪＲに対する使用者

責任はなしとの判決を出したものの、不当労働行為があればその責任は旧国鉄

の法的地位を引き継いだ清算事業団は、使用者責任は免れない。」との判断を下

した。 
また、２００５年９月・２００８年１月に、旧国鉄清算事業団の地位を引き

継いだ独立行政法人「鉄建建設公団」・「鉄道運輸支援機構」を被告として争わ

れた訴訟の判決で、「旧国鉄の不当労働行為を認めて、慰謝料の支払い」を命じ

た。 
ＩＬＯ（国際労働機関）もこの問題について、２００６年１１月１５日に第

２９７回理事会において結社の自由委員会報告を採択した。この報告は、１９

９９年の勧告以来７度目のものとなり、委員会は２００５年の東京地裁判決を

留意し、特に労使関係の分野では司法の判断だけによる解決がそぐわない問題

があることを強調しつつ、国労が求める政治解決を探る事を強く望んでいる。 
同時に委員会は日本政府に対し、この長期化した労働争議を関係当事者すべ

てが満足する解決に到達させる観点から、このようなＩＬＯ援助の受け入れを

真剣に検討するよう要請している。 
この間、問題の解決を見ることなく、５１名の被解雇者が他界している。平

均年齢も５４歳となり、一刻の猶予も許されない深刻な事態となっている。 
従って、政府に対しＩＬＯ条約批准国の一員として、「ＪＲ不採用問題の早期

解決」に向けて、全ての関係者との話し合いが開始できるよう強く求める。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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